
　
　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た

　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論

　
　
　
　
　
　
　
　
i
I
明
治
元
年
か
ら
明
治
二
十
三
年
ま
で
の
翻
訳
を
中
心
と
し
て
ー
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々
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信

　
　
　
　
一
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
　
　
二
　
前
提
と
し
て
の
「
近
代
化
」
考

　
　
　
三
　
各
時
期
に
お
け
る
翻
訳
事
例

　
　
　
四
　
む
す
び
ー
ー
若
干
の
特
徴
的
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
一
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
本
稿
は
、
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
を
わ
が
国
に
お
け
る
英
法
書
お
よ
び
英
法
思
想
関
係
書
の
翻
訳
・
紹
介
の
概
況
を
通
し
て
眺
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
と
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
と
の
関
係
は
翻
訳
書
・
紹
介
書
の
媒
介
に
よ
っ
て
成

立
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
媒
介
の
あ
り
か
た
は
、
「
近
代
化
」
そ
の
も
の
を
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
一
面
か
ら
で

は
あ
る
が
説
明
す
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
さ
ら
に
第
二
段
階
で
な
さ
れ
る
べ
き
外
国
法
乃
至
外
国
法
思
想
（
筆
者
の
立
場
と
し
て

は
、
と
く
に
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
）
と
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
と
の
間
の
影
響
関
係
の
確
立
（
も
し
く
は
否
定
）
の
た
め
の
素
描

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
共
　
同
　
研
　
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

的
な
測
量
図
を
構
成
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
　
「
近
代
化
」
概
念
の
明
確
化
が
、
お
そ
ら
く
は
多
元
的
に
み
た
「
近
代
化
的
景
観
」
の
集
積
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
本
稿
の
よ
う
な
段
階
に
お
け
る
作
業
は
極
限
さ
れ
た
成
果
を
期
待
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て

も
、
ひ
と
ま
ず
一
般
的
に
歴
史
の
過
程
と
そ
の
「
近
代
化
」
に
た
い
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
け
る
立
場
を
一
応
限
定
す
る
必
要
が
あ

る
の
で
、
本
稿
で
は
後
述
二
を
そ
れ
に
あ
て
、
以
下
三
に
お
い
て
各
時
期
に
お
け
る
事
例
を
紹
介
し
、
四
に
お
い
て
前
述
の
い
わ
ゆ

る
媒
介
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
若
干
の
特
徴
を
示
し
た
い
。

　
な
お
、
表
題
の
示
す
よ
う
に
、
本
稿
で
は
さ
ら
に
ふ
た
つ
の
限
定
を
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
時
期
的
限
定
と
法
系
上
の
限
定
と
で

あ
る
。
時
期
的
限
定
に
お
い
て
は
、
諸
法
制
度
成
立
の
事
情
に
よ
り
、
法
系
上
の
限
定
に
つ
い
て
は
、
英
米
法
あ
る
い
は
英
印
法

（
》
轟
す
ぼ
島
目
富
妻
）
の
概
念
を
も
っ
て
考
察
さ
れ
る
法
系
内
に
お
け
る
、
英
法
の
「
近
代
化
」
的
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
を

無
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
こ
れ
ら
を
別
に
扱
か
う
べ
き
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

　
本
稿
で
使
用
し
た
参
考
文
献
は
一
括
し
て
末
尾
に
示
し
た
。
そ
の
他
、
必
要
と
思
わ
れ
る
文
献
は
と
く
に
類
型
的
な
も
の
を
抽
出

し
、
相
当
箇
所
に
示
し
て
あ
る
。
『

　
　
＊
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
調
査
し
た
英
法
、
英
法
思
想
関
係
翻
訳
書
は
、
明
治
十
年
代
後
半
か
ら
明
治
二
十
年
代
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
法

　
　
律
学
校
関
係
刊
行
物
を
除
い
て
一
七
〇
点
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
本
稿
末
尾
所
掲
の
文
献
目
録
に
収
録
き
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
も

　
　
　
未
収
録
の
も
の
が
か
な
り
あ
り
、
再
版
以
上
の
版
を
重
ね
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
初
版
以
外
は
と
く
に
ほ
と
ん
ど
未
調
査
、
未
整
理
の
状
態
に

　
　
　
あ
る
と
み
ら
れ
た
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。



　
　
　
　
　
　
　
二
　
前
提
と
し
て
の
「
近
代
化
」
考

　
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
を
限
定
し
な
い
立
場
で
、
「
近
代
化
」
と
い
う
言
葉

に
明
確
な
概
念
規
定
を
あ
た
え
る
こ
と
と
、
と
く
に
わ
が
国
に
関
し
て
、
お
そ
ら
く
は
封
建
時
代
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
い
た
る

歴
史
の
継
続
的
な
発
展
を
あ
る
徴
表
を
も
ち
い
て
特
徴
ず
け
て
い
く
こ
と
と
を
並
行
し
て
は
じ
め
て
な
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
二
つ
の
操
作
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
近
代
化
」
に
た
い
す
る
さ
ま
ぎ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
整
理
が
前
提
と
し
て

要
求
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。

　
ω
第
一
に
、
本
稿
は
、
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
は
「
西
欧
化
」
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で
は
、

「
近
代
化
」
は
「
西
欧
化
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
と
区
別
し
難
い
と
す
る
立
場
を
と
り
た
い
。
内
容
的
に
は
、
　
「
西

欧
化
」
と
は
、
　
「
近
代
化
」
の
過
程
に
お
い
て
西
欧
文
化
を
単
に
模
倣
あ
る
い
は
借
用
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
広
く
文
化
全
体

の
あ
り
か
た
が
西
欧
的
な
そ
れ
に
変
っ
た
　
（
質
的
転
換
）
広
が
り
つ
つ
あ
る
部
分
を
含
む
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
変
化
は
疑
が
い
も
な
く
十
九
世
紀
に
お
け
る
西
欧
資
本
主
義
の
ア
ジ
ア
ヘ
の
侵
入
に
と
も
な
う
、
わ
が
国
の
急
速
を
き
わ
め
た

自
己
防
衛
的
政
策
的
資
本
主
義
化
と
並
行
、
あ
る
い
は
同
一
視
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
　
「
近
代
化
」
n
「
西
欧
化
」
の
思
考
本
体
は
こ

こ
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
も
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
「
西
欧
化
」
に
は
、
指
導
力
と
し
て
二
つ
の
方
向
の
力
が
働
ら
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
一
は
、
西
欧
主
義
先
進
国
が
文
化
的
に
も
範
を
と
る
べ
き
国
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
た
め
、
あ
る
い
は
新
ら
し
き
も
の

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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六
二

の
権
威
を
も
っ
て
西
欧
的
、
資
本
主
義
的
範
囲
内
に
お
け
る
文
化
的
共
通
性
の
獲
得
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
前

者
に
た
い
す
る
意
味
で
の
個
別
化
の
方
向
へ
の
力
で
あ
る
。
「
近
代
化
」
を
「
西
欧
化
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
す

る
と
き
の
焦
点
は
、
こ
の
二
つ
の
方
向
の
力
が
如
何
に
組
み
合
っ
て
い
た
か
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。

　
右
に
の
べ
た
こ
と
を
、
わ
が
国
の
法
文
化
の
形
成
に
つ
い
て
い
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
実
態
的
に
は

「
近
代
化
」
は
封
建
国
家
的
法
制
度
に
か
わ
っ
て
、
近
代
国
家
に
特
有
な
国
家
統
一
的
法
体
制
の
確
立
す
る
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
は
前
述
の
意
味
の
「
西
欧
化
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
特
徴
ず
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
も
と
よ
り
「
西
欧
化
」
の
手
続
の
面
も
し
く
は
具
体
的
過
程
で
は
、
西
欧
資
本
主
義
諸
国
の
近
代
法
乃
至
は
近
代
的
法

制
度
お
よ
び
法
思
想
の
摂
取
が
主
要
な
手
続
き
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
法
的
「
近
代
化
」
乃
至
「
西
欧

化
」
は
そ
こ
に
独
自
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
問
題
は
右
の
い
わ
ば
法
的
「
近
代
化
」
乃
至
「
西
欧
化
」
の
具
体
的
展
開
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
前
述
の
「
西
欧
化
」
の
二
つ
の
方
向
の
力
に
対
照
し
て
、
西
欧
近
代
法

お
よ
び
そ
の
精
神
へ
の
接
近
と
こ
れ
に
た
い
す
る
そ
れ
ら
の
排
除
要
因
乃
至
は
撰
択
的
態
度
と
の
間
の
緊
張
関
係
を
も
っ
て
「
西
欧

化
」
の
精
神
構
造
と
規
定
し
、
そ
の
存
在
を
認
め
た
上
で
考
察
を
す
す
め
る
立
場
を
と
り
た
い
。

③
ω
さ
て
、
疲
健
い
っ
て
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
明
治
元
年
（
岨
八
六
八
）
以
降
明
治
二
±
一
一
年
（
岨
八
九
・
）
の
期

間
は
文
化
史
上
、
明
治
開
化
期
、
あ
る
い
は
市
民
文
化
形
成
期
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、
明
治
時
代
の
時
代
的

精
神
を
他
の
時
代
の
そ
れ
と
区
別
す
る
国
民
国
家
意
識
の
形
成
・
強
化
の
時
期
で
あ
っ
た
。
法
史
的
に
は
、
こ
の
時
期
は
、
帝
国
憲



法
（
湖
粕
に
計
ガ
降
公
布
）
を
中
軸
と
す
る
国
家
的
統
一
体
制
の
形
成
期
で
あ
っ
た
。
　
「
西
欧
化
」
に
関
連
し
た
こ
の
時
期
の
精
神
構
造
は

富
国
強
兵
的
開
明
主
義
、
文
明
開
化
思
想
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
重
視
す
べ
き
点
は
国
民
国
家
主
義
、
富
国
強
兵
的
開

明
主
義
的
西
欧
文
化
吸
収
の
精
神
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
「
西
欧
化
」
は
こ
の
よ
う
な
精
神

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
、
む
し
ろ
こ
の
時
期
の
歴
史
的
発
展
原
理
で
あ
り
、
帰
結
で
も
あ
り
、
こ
れ
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
み
か
た
に

よ
っ
て
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
時
期
を
き
ら
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
各
区
分
毎
に

「
西
欧
化
」
の
様
相
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
国
家
的
統
一
法
体
制
形
成
（
法
的
近
代
化
）
の
諸
過
程
に
よ
っ

で
ま
ず
各
時
期
を
区
分
し
た
い
．
す
な
わ
ち
、
第
一
期
明
治
元
年
（
岨
八
六
八
）
ー
明
治
七
年
（
岨
八
茜
）
、
第
二
期
器

八
年
（
越
八
七
五
）
！
羅
＋
三
年
（
皿
天
八
一
）
、
第
三
期
塁
＋
四
年
（
璽
八
八
二
）
i
明
治
二
＋
三
年
（
岨
八
九
・
）

の
区
分
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
区
分
は
ま
た
つ
ぎ
の
考
察
を
含
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
＠
　
「
西
欧
化
」
の
国
家
的
精
神
構
造
に
関
し
て
は
、
明
治
七
・
八
年
頃
す
な
わ
ち
、
第
二
期
の
は
じ
め
頃
、
外
来
文
化
に
た
い

す
る
態
度
に
つ
い
て
「
原
質
の
転
換
」
（
後
述
六
九
頁
参
照
）
が
あ
り
、
「
文
明
開
化
」
の
一
般
的
傾
向
が
醸
成
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
治

初
年
以
来
紹
介
き
れ
て
き
た
外
国
思
想
、
と
く
に
政
治
思
想
が
と
き
に
急
進
的
民
主
的
な
主
張
と
な
っ
て
堂
々
と
通
用
し
た
時
期
を

生
ん
だ
傾
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
十
四
・
五
年
に
は
国
家
の
基
本
方
針
が
天
皇
制
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
シ
ア
的
法
治
国
家
と

し
て
の
国
家
を
構
築
す
る
方
向
へ
と
決
定
し
、
そ
の
結
果
、
西
欧
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
言
葉
で
示

き
れ
る
考
え
方
、
思
想
1
こ
れ
ら
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
明
治
の
は
じ
め
か
ら
権
力
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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四

あ
っ
た
　
　
に
対
立
す
る
官
製
思
想
が
一
般
化
し
た
。
有
形
、
無
形
に
統
制
さ
れ
た
解
釈
、
表
現
に
よ
り
、
外
来
思
想
は
歪
曲
さ

れ
、
本
来
の
機
能
と
は
違
っ
た
機
能
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

　
つ
ぎ
に
考
察
す
べ
き
こ
と
は
、
　
「
西
欧
化
」
の
一
般
的
情
況
と
し
て
の
西
欧
的
な
も
の
の
受
容
の
基
盤
の
限
定
性
あ
る
い
は
倭
少

性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
治
初
期
お
よ
び
中
期
の
資
本
主
義
的
発
展
成
熟
の
規
模
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
　
「
西
欧
化
」
精
神
の
現
実
性
を
損
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
西
欧
化
」
は
国
民
一
般
の
も
の
た
か
え
な
か
っ
た
。

こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
直
接
詳
細
に
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
れ
は
外
国
法
お
よ
び
外
国
法
思
想
の
影
響
関
係
の
追

跡
に
お
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　
の
　
こ
こ
で
、
英
法
を
よ
び
英
法
思
想
の
母
国
の
事
情
に
つ
い
て
若
干
の
べ
て
お
き
た
い
。
い
か
な
る
も
の
の
紹
介
が
な
さ
れ
得

た
か
の
問
題
に
関
連
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
当
時
の
英
国
は
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
治
世
（
煮
殿
罐
脚
ー
～
艶
二
甑
）
の
後
半
期
を
経
過
し
て
い
た
。
国
内
経
済
に
お
い
て
は
産
業
革

命
を
い
ち
早
く
終
え
（
↑
似
ε
も○
韓
噸
で
）
、
強
国
を
誇
り
、
世
界
に
君
臨
し
て
い
た
（
疑
吻
鵬
酬
甥
鋤
郊
貼
ぴ
↓
吻
脇
を
”
U
留
俘
）
。
法
の
分
野
に
お
い

て
は
、
議
会
の
、
良
き
意
味
に
お
い
て
も
、
隆
盛
期
で
あ
り
、
ま
た
「
立
法
的
改
革
運
動
」
（
一
八
三
二
～
一
八
七
五
）
を
経
験
し
て
い

た
。
英
法
は
英
国
的
な
意
味
で
近
代
化
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
今
日
以
上
に
前
近
代
的
要
因
を
多
く
含
ま
せ
な
が
ら
も
、
近
代
法
が
形
成

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
英
法
学
も
ま
た
一
八
O
O
年
代
と
く
に
そ
の
後
半
に
大
き
く
変
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
動
し
つ
つ
あ
る

法
お
よ
び
新
し
い
英
法
学
が
意
識
的
選
択
的
に
わ
が
国
の
研
究
者
に
学
ば
れ
た
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。



　
　
　
　
　
　
　
三
　
各
時
期
に
お
け
る
翻
訳
事
例

　
　
　
　
コ

　
　
　
　
ー
第
一
期
（
潤
哨
八
規
脚
同
瑚
飴
七
配
降
）
の
事
例

　
　
　
　
〔

　
第
一
期
は
開
国
に
よ
っ
て
生
じ
た
近
代
国
家
へ
の
発
展
の
要
請
、
す
な
わ
ち
、
「
富
国
強
兵
」
と
い
う
言
葉
で
推
進
さ
れ
た
資
本

主
義
国
家
化
の
要
請
の
も
と
に
西
欧
文
化
積
極
的
導
入
が
最
初
に
な
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
西
欧
文
化
の
移
入
は
、
前
時
代
に
対
比
し
て
、
そ
の
非
固
定
的
、
あ
る
い
は
模
索
型
の
進
歩
性
に
特
色
が
あ
る
。
そ

の
特
色
は
移
入
対
象
が
近
代
的
政
治
、
法
律
制
度
研
究
、
摂
取
に
広
ま
っ
た
こ
と
と
、
前
時
代
の
洋
学
が
直
面
し
て
い
た
権
力
に
よ

　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

る
よ
く
制
と
助
成
と
い
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
一
見
な
く
な
っ
た
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
事
実
「
西

洋
之
学
」
は
公
認
さ
れ
、
民
間
に
そ
の
反
映
と
し
て
自
由
な
学
問
研
究
、
ひ
い
て
は
政
治
・
経
済
的
主
張
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に

衆
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
面
に
お
い
て
、
こ
の
公
認
は
国
家
的
必
要
に
則
し
た
、
合
目
的
的
精
神
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

「
実
学
」
の
範
囲
に
お
い
て
な
さ
れ
た
。
こ
の
点
は
、
民
間
に
お
け
る
学
問
の
実
践
的
傾
向
も
二
分
す
る
。
す
な
わ
ち
、
純
然
た
る

民
主
々
義
思
想
と
、
そ
れ
に
し
て
も
ま
ず
国
家
的
、
国
民
的
自
覚
を
第
一
と
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
妥
協
的
で
あ
っ
た
人
々
の
思

想
－
現
実
主
義
的
で
あ
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
評
価
が
あ
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
慶
応
義
塾
の
人
々

の
思
想
1
と
の
二
傾
向
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
こ
の
時
期
は
、
わ
が
国
の
と
る
べ
き
方
向
に
関
し
て
、
後
の
時

期
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
決
定
が
み
ら
れ
ず
、
保
守
主
義
、
復
古
主
義
か
ら
、
全
く
近
代
思
想
そ
の
も
の
と
い
え
る
も
考
え
方
ま
で
混

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
X
四
）

在
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
学
問
の
分
野
の
分
布
は
ほ
ぼ
全
分
野
に
亘
る
が
、
い
わ
ゆ
る
英
学
、
仏
学
が
隆
盛
で
あ
っ
た
。
以
上
の

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
共
同
研
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

点
を
法
学
の
分
野
に
関
し
て
い
え
ば
、
特
に
、
公
法
関
係
（
蹴
鰍
旅
射
幡
喰
燗
度
）
、
国
際
法
関
係
に
つ
い
て
、
対
外
交
渉
の
た
め
、
あ
る

い
は
「
政
体
」
の
研
究
の
た
め
に
研
究
が
な
さ
れ
た
し
、
ま
た
、
他
面
、
そ
の
よ
う
に
学
ば
れ
た
「
西
洋
法
学
」
は
日
本
の
お
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

て
い
た
立
場
に
適
切
な
説
明
を
与
え
た
。

　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
翻
訳
、
紹
介
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
精
神
的
状
況
の
も
と
に
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の

成
果
と
し
て
の
刊
行
物
の
点
数
は
、
こ
の
七
年
間
に
六
〇
点
を
前
後
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
そ
の
代
表
的
な
事
例
を
列
挙
す
る
。

　
　
ω
　
鈴
木
唯
一
訳
「
英
政
如
何
」
　
五
　
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
　
九
潜
館

　
　
　
　
福
沢
諭
吉
訳
述
訂
乃
P
膵
静
ゆ
”
「
英
国
議
事
院
談
」
　
二
　
明
治
二
年
へ
一
八
六
九
）
　
爾
古
堂

（6）（5）（4）（3）（2
（1）

渋
沢
栄
一
寂
　
福
地
源
一
郎
訳
「
官
版
会
社
弁
」
明
治
四
年
二
八
七
一
）

中
村
敬
太
郎
訳
「
自
由
之
理
」
　
五
　
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

天
野
御
民
他
「
英
国
裁
判
所
略
説
」
　
明
治
五
年
へ
一
八
七
二
）

林
正
明
訳
述
「
英
国
憲
法
」
完
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

囎
舛
ヨ
艶
ゆ
囎
帥
剛
如
即
赫
舗
受
　
「
交
通
起
源
」
　
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
　
竹
管
楼

　
　
〔
右
に
列
挙
し
た
訳
本
の
原
著
は
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
〕

鈴
木
訳
　
≧
げ
弩
ξ
≦
一
一
鼠
B
男
0
3
訂
昌
2
p
山
o
妻
名
o
震
の
α
q
o
お
言
区
」
o。
8
・

福
沢
訳
　
妻
凶
一
鼠
B
↓
言
ヨ
器
ω
轟
且
P
U
§
δ
轟
q
9
ω
9
窪
o
ρ
ぼ
言
蚕
g
お
餌
区
》
苫
一
〇。
臼
当
・
ω
〈
o
『

9
日
ヨ
o
暮
畳
。
ω
●
∪
。
ω
8
一
ρ
↓
冨
ω
什
鼠
Φ
旨
の
↓
Φ
撃
】
W
8
評
o
剛
穿
魁
一
昌
・
民
O
魯
Φ
邑
霞
ω
ざ
9
胤
8
e
】
W
。

ゆ
冨
O
犀
の
け
O
ロ
Φ
げ

P
一
〇
〇
8
叶
げ
Φ



（6）（5）（4）（2）

ギ
①
ω
①
旨
↓
冒
ρ
惹
浮
O
窪
8
一
。
α
q
一
8
一
き
q
ロ
什
①
猛
蔓
凝
巨
①
ω
』
註
四
玲
①
8
ゲ
o
＝
訂
国
凝
一
醇
0
8
ω
窪
＆
o
p
一
〇。
㎝
。。
●

等
の
抜
す
い
抄
訳
。

③
　
本
稿
後
述
七
二
頁
所
掲
参
照
。

ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
ロ
訳

不
詳
。
な
お
林
に
は
別
に
同
じ
く
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
「
合
衆
国
憲
法
」
正
・
補
が
あ
る
。

≦
『
＄
8
昌
（
串
）
》
田
Φ
ヨ
①
旨
の
o
＝
旨
¢
旨
蝉
什
一
8
巴
い
署
｝
d
ω
a
9
一
ω
什
。
山
」
。
。
ω
9
ω
β
Φ
α
」
。
。
＆
ふ
什
げ
3
ξ
冨
養
⑦
8
9

一
〇

。
翻
刈
爵
㊦
α
薯
富
巽
窪
8
し
。
。
。
。
。
葛
唇
け
一
。。
①
肯
。
。
甚
9
冨
∪
弩
ρ
一
。
。
①
9
国
轟
一
諄
3
る
く
。
一
9
日
ど
一
〇。
8
二
。。
刈
。。
嚇

一
〇。
o

。
9
お
O
会
這
5
二
8
P
　
第
七
版
補
（
一
八
六
四
）
使
用
。
ホ
イ
ー
ト
ン
の
訳
本
は
こ
の
他
に
醍
ヰ
i
畷
吐
翻
「
万
国
公
法
釈
義
」
四

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
　
（
丁
題
良
〈
米
ケ
ン
ト
著
　
丁
題
良
訳
「
万
国
公
法
」
北
京
版
　
一
・
一
八
六
四
　
頚
刻
版
　
六
　
慶
応
元
年

あ
り
〉
の
中
国
語
訳
の
和
解
）
赫
㌫
測
諦
ウ
整
駿
灘
難
ゴ
和
訳
万
国
公
法
」
明
治
三
年
　
鹿
児
島
藩
諦
舛
副
掛
紗
潴
験
羅
酊
腱
暇
　
「
万

国
公
法
叢
管
」
八
　
明
治
九
年
　
済
美
賛
　
畑
黙
！
掛
節
著
「
囎
万
国
公
法
」
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
司
法
省
等
が
あ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
、
学
問
伝
達
の
過
程
お
よ
び
、
伝
達
者
の
二
点
に
お
い
て
興
味
あ
る
訳
で
あ
る
。

　
福
沢
諭
吉
が
経
験
し
た
幕
末
に
お
け
る
英
学
の
初
歩
段
階
を
想
起
す
る
と
き
、
そ
の
点
数
お
よ
び
多
様
性
に
お
い
て
注
目
す
る
に

価
い
す
る
と
と
も
に
、
背
後
に
あ
る
幕
末
洋
学
的
英
学
の
潜
勢
力
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

（
一
）
　
洋
学
の
諸
条
件
、
洋
学
の
役
割
、
洋
学
の
性
格
等
は
、
と
く
に
、
洋
学
に
と
っ
て
現
体
制
で
あ
っ
た
封
建
制
に
た
い
す
る
関
係
の
し
か
た
に

関
連
し
て
、
洋
学
論
の
個
別
的
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
洋
学
論
の
主
要
課
題
は
右
の
意
味
で
の
体
制
に
た
い
す
る
関
連
を
あ
き
ら
か
に

す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
課
題
設
定
の
問
題
点
は
、
日
本
の
学
問
の
研
究
が
日
本
の
近
代
化
に
ど
れ
ほ
ど
の
役
割
を
果
し
た
か
と
問

　
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
課
題
設
定
は
、
明
治
の
外
国
法
研

究
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
、
か
つ
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
洋
学
論
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
程
度
ま
で
現
在
ま
で
の
洋
学

論
の
延
長
線
上
に
あ
る
研
究
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
目
下
の
所
は
、
現
在
の
洋
学
論
に
よ
っ
て
た
つ
基
礎
的
調
査
研
究
に
担

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



共
同
研
究
（
佐
々
木
）

六
八

　
当
す
る
も
の
が
十
分
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
基
礎
的
調
査
研
究
の
下
準
備
的
な
も
の
を
ね
ら
い
と
し
て

　
い
る
。
洋
学
論
に
つ
い
て
は
、
高
橋
碩
一
「
洋
学
論
」
昭
和
十
四
年
、
沼
田
次
郎
「
幕
末
洋
学
史
」
昭
和
二
十
六
年
、
同
「
洋
学
」
　
へ
明
治
維
新

　
史
研
究
講
座
第
二
巻
）
、
　
佐
藤
昌
介
「
洋
学
史
研
究
序
説
」
昭
和
三
十
九
年
等
参
照
。

（
二
）
　
明
治
元
年
皇
学
所
・
漢
学
所
規
則
。
明
治
五
年
八
月
二
日
太
政
宮
布
告
へ
学
問
奨
励
に
関
す
る
布
告
）
等
が
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

（
三
）
　
明
治
五
年
洋
学
塾
塾
生
数
へ
（
）
内
数
字
）
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
（
氏
名
は
塾
主
宰
者
）

　
　
　
箕
作
秋
坪
へ
英
仏
学
　
一
〇
六
）
　
山
東
一
郎
（
洋
漢
学
　
三
四
）
　
福
地
源
一
郎
（
仏
学
　
七
八
）
尺
　
振
八
（
洋
漢
学
　
一
二
）
　
田

　
　
中
録
之
助
（
英
学
　
二
三
）
　
司
馬
少
博
士
（
英
仏
学
　
一
九
）
　
伊
蔵
昌
之
助
（
洋
学
　
一
四
）
　
中
　
神
保
（
仏
蘭
学
　
一
四
）
　
西

　
　
周
助
へ
洋
学
　
＝
も
　
　
上
野
鎮
太
郎
へ
英
学
　
九
）
　
山
尾
工
部
権
大
丞
へ
英
学
　
八
）
　
高
橋
琢
也
へ
洋
学
　
四
）
　
村
上
英
俊
へ
仏
学

　
　
　
一
三
）
　
吉
田
健
三
（
英
学
　
六
）
　
福
沢
諭
吉
（
英
学
　
三
二
三
）
　
鳴
門
二
郎
吉
（
英
学
　
一
四
一
）
。
　
（
「
新
聞
雑
誌
」
第
五
号
〈
明

　
　
治
五
年
〉
ー
加
田
哲
二
「
明
治
初
期
社
会
経
済
思
想
史
」
〈
昭
和
十
六
年
〉
八
八
八
頁
に
よ
る
）

（
四
）
　
明
治
維
新
前
後
に
お
け
る
英
語
学
習
関
係
書
の
出
版
状
況
に
つ
い
て
は
、
東
京
外
国
語
学
校
「
鰍
断
外
国
語
図
書
目
録
」
　
へ
昭
和
五
年
）

　
が
、
そ
の
盛
況
を
示
し
て
い
る
。
英
学
の
隆
盛
の
原
因
た
る
事
情
は
、
本
項
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
な
お
わ
が
国
の
外
交
文
書
が
英
文
に
よ
っ

　
て
書
か
れ
る
に
い
た
っ
た
時
期
は
明
治
三
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
日
本
英
学
史
全
般
に
つ
い
て
は
、
福
原
麟
太
郎
「
日
本
の
英
学
史
」
　
（
目

　
本
文
化
研
究
3
所
収
）
参
照
。

　
　
な
お
、
明
治
初
期
の
、
政
府
各
部
内
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
御
雇
外
国
人
」
の
国
籍
分
布
は
、
英
米
両
国
の
圧
倒
的
多
数
、
と
く
に
英
人
の
多

　
数
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
比
較
的
多
数
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
特
徴
ず
け
ら
れ
る
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
お
い
て
は
、
英
人
　
一
一
九
、

米
人
一
六
、
フ
ラ
ン
ス
人
五
〇
を
数
え
て
い
る
。
同
年
政
府
各
部
で
英
米
人
が
多
数
を
占
め
た
と
こ
ろ
は
、
文
部
省
へ
英
4
、
米
6
、
仏

　
4
、
プ
ロ
セ
イ
ン
8
、
デ
ン
マ
ー
ク
ー
）
、
　
工
学
寮
（
英
2
、
そ
の
他
な
し
）
、
　
鉱
山
寮
（
英
3
、
仏
1
）
、
　
鎮
道
寮
へ
英
52
、
中
1
）
、
　
燈
台

寮
（
英
33
、
中
8
、
イ
ン
ド
2
、
マ
ニ
ラ
ー
）
、
電
信
寮
（
英
10
、
亜
1
）
等
で
あ
る
へ
明
治
文
化
全
集
第
十
三
巻
外
国
文
化
篇
所
収
「
御
雇

　
外
国
人
一
覧
表
」
　
（
明
治
五
年
）
参
照
）
。

（
五
）
　
神
田
孝
平
は
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
す
で
に
「
日
本
国
当
今
急
務
五
ケ
条
」
と
し
て
、
日
本
の
独
立
、
独
立
国
と
し
て
の
国
力
増
進
、
そ

　
の
た
め
の
国
家
の
統
一
等
を
、
「
西
洋
国
法
学
ノ
大
綱
二
基
」
づ
い
て
主
張
し
て
い
た
。
　
へ
経
世
余
論
i
加
田
哲
二
「
明
治
初
期
社
会
経
済
思

　
想
史
」
二
三
三
頁
）



　
　
　
　
D
第
二
期
（
鍔
絆
繹
華
の
事
例

　
　
　
　
〔

　
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
は
じ
め
に
い
わ
ゆ
る
「
原
質
の
転
換
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
明
治
八

年
、
西
村
茂
樹
「
転
換
説
」
（
醐
駄
雑
誌
）
は
、
時
代
は
「
尊
皇
擁
夷
の
原
質
」
か
ら
「
文
明
開
化
の
原
質
」
へ
と
原
質
転
換
を
み
た
と
主

張
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
、
西
欧
化
が
新
文
化
形
成
の
基
本
線
と
し
て
確
実
な
も
の
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
考
え
方
は
、
そ
の
意
味
で
の
文
化
形
成
の
方
向
で
あ
る
と
と
も
に
、
西
欧
的
な
も
の
を
自
国
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、

自
国
文
化
の
中
に
外
来
文
化
の
形
成
を
許
す
に
い
た
っ
た
契
機
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
の
外
来
文
化
の
形
成
が
、
直
訳
的
翻
訳
で
な
い

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
西
欧
文
化
の
一
種
の
国
家
的
あ
る
い
は
国
民
主
義
的
受
容
が
一
般
化
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
き
ら
に
、
わ
が
国
の
当
時
の
国
民
国
家
像
を
反
映
し
た
近
代
国
家
の
精
神
に
よ
り
、
修
正
、
変
形
さ
れ
た
西
欧
文
化
の
受
容
の

証
拠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
二
つ
の
西
欧
化
論
的
（
近
代
化
論
の
）
問
題
が
あ
ら
た
な
意
味
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
る
。
そ

の
一
は
よ
り
広
範
囲
な
、
全
人
民
的
問
題
と
し
て
、
反
封
建
要
因
と
し
て
の
西
欧
文
化
、
西
欧
思
想
と
封
建
的
要
因
と
の
対
立
の
問

題
、
同
じ
く
、
第
二
に
西
欧
文
化
、
西
欧
思
想
と
さ
き
に
述
べ
た
国
民
主
義
的
精
神
と
の
対
立
関
係
の
問
題
と
で
あ
る
。
と
く
に
、

第
二
の
問
題
は
明
治
期
全
般
に
お
け
る
日
本
の
「
近
代
化
」
の
限
界
を
決
定
す
る
問
題
で
あ
り
、
ま
た
本
稿
第
二
期
お
よ
び
第
三
期

に
際
立
っ
て
特
徴
的
な
問
題
で
あ
る
。

　
右
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
思
想
全
般
に
つ
い
て
い
い
う
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
右
を
西
村
の
「
原
質
の
転
換
」
と

い
う
言
葉
を
か
り
て
、
象
徴
的
に
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
と
、
つ
ぎ
の
法
史
的
な
事
実
と
を
対
置
し
て
み
た

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
島
兄
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
共
同
研
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

い
。
対
置
す
べ
き
事
実
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
の
大
審
院
設
置
、
同
年
太
政
官
史
官
編
「
法
例
彙
纂
」
の
刊
行
、
お
よ
び
同
年

太
政
官
布
告
第
百
三
号
「
裁
判
事
務
心
得
」
の
布
告
等
の
事
実
で
あ
る
。
こ
の
三
事
実
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
法
源
の
統
一
の
可
能

性
が
現
実
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
た
い
し
、
外
国
法
思
想
の
摂
取
適
用
の
機
会
は
、
　
「
裁
判
事
務
心
得
」
の
適
用
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
す

で
で
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
際
は
近
代
国
家
の
法
形
成
と
し
て
当
然
で
は
あ
る
が
、
予
想
さ
れ
る
外
国
法
の
適
用

に
た
い
し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
民
事
ノ
裁
判
二
成
文
ノ
法
律
ナ
キ
モ
ノ
ハ
習
慣
二
依
リ
習
慣
ナ
キ
モ
ノ
ハ
条
理
ヲ

推
考
シ
テ
裁
判
ス
ヘ
シ
」
　
（
同
第
三
条
）
と
い
う
規
定
は
、
成
文
法
そ
れ
自
体
が
、
た
と
え
ば
仏
法
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
う
ζ

と
を
条
件
と
し
て
の
み
外
国
法
の
侵
入
が
あ
っ
た
と
の
推
定
を
妥
当
な
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
立
法
お
よ
び
運
用
側
の
外
国
法
の
素

養
が
よ
り
一
層
の
否
定
的
条
件
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
現
実
に
外
国
法
理
と
解
さ
れ
る
「
条
理
」
に
よ
っ
た
事

例
が
そ
れ
ほ
ど
多
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
か
ら
み
て
、
法
史
的
に
は
「
原
質

の
転
換
」
は
む
し
ろ
、
立
法
の
段
階
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
、
ま
た
、
む
し
ろ
、
近
代
国
家
形
成
の
た
め
の

国
家
的
法
形
成
、
立
法
に
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
問
題
は
、
こ
の
時
期
の
法
史
の
べ
つ
の
面
に
注
目
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は
、
国
会
開
設
運
動
、
民
権
運
動
の
時
期
で
あ
っ

た
。
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
国
家
政
治
制
度
と
し
て
立
憲
制
度
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
時
代
的
な
要
請
を
め
ぐ
っ
て
、
政
府
の
立
憲

対
策
と
民
間
の
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
主
張
す
る
勢
力
と
の
対
立
抗
争
の
時
期
で
あ
っ
た
。
民
権
運
動
の
帰
着
点
お
よ
び
そ
の
精
神

の
実
際
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
期
に
お
け
る
外
国
法
制
度
ー
立
憲
制
度
お
よ
び
立
憲
思
想
の
学
習
、
討
議
は
流
行
し



て
い
た
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
法
史
的
「
原
質
の
転
換
」
の
も
と
に
お
け
る
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
は
、
ほ
ば
前
時
期
に
お
け
る

各
事
例
を
踏
襲
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
例
の
ほ
か
に
、
こ
の
時
期
に
め
だ
っ
た
事
例
と
を
つ
ぎ
に
あ
げ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
①
　
安
川
繁
成
編
纂
「
英
国
議
事
院
実
見
録
」
　
三
　
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）

　
②
　
厭
ン
禰
ひ
講
　
「
民
法
論
綱
」
　
六
　
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
　
で
あ
る
。

　
安
川
本
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
と
く
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
、
む
し
ろ
平
凡
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
、
現
実
に
当
時
の
英
国
議
会
の
実
際
を
伝
え
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
こ
に
示
さ
れ
た
意
識
、
意
図
に
お
い
て
注
目
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
川
の
叙
言
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
夫
レ
宇
内
万
国
二
興
亡
強
弱
ア
ル
所
以
ノ
者
ハ
他
ナ
シ
唯
治
術
ノ
良
否
二
由
ノ
ミ
（
略
）
其
之
ヲ
治
ム
ル
ノ
要
ハ
国
憲
ヲ
立
テ
テ
以
テ
民
権
ヲ

　
　
保
護
シ
人
民
二
安
全
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
ニ
在
リ
其
国
憲
ヲ
定
ム
ル
ハ
其
国
民
一
般
ノ
契
約
上
ヨ
リ
成
立
ツ
者
ト
ス
蓋
シ
人
タ
ル
者
固
有
ス
ル
所
ノ
権

　
　
三
ア
リ
即
チ
身
体
保
護
ノ
権
一
身
自
由
ノ
権
及
ヒ
所
有
物
ノ
権
是
ナ
リ
此
三
権
ナ
ル
モ
ノ
ハ
他
ヨ
リ
毫
モ
抑
制
ス
ル
「
能
ハ
ザ
ル
者
ナ
リ
故
二
其

　
　
国
憲
ヲ
定
立
ス
ル
ノ
方
ヲ
議
ス
ル
ハ
又
人
民
ニ
ア
リ
而
シ
テ
其
人
民
ノ
選
択
二
依
リ
出
テ
代
議
ス
ル
ノ
処
之
ヲ
議
院
ト
ス
其
議
ヲ
挙
テ
施
行
ス
ル

　
　
者
之
ヲ
政
府
ト
ス
是
欧
米
文
明
諸
国
ノ
同
ク
ス
ル
所
ナ
リ
議
院
ノ
重
キ
「
知
ル
ベ
シ
然
レ
ト
モ
其
宣
シ
キ
ニ
適
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
設
立
セ
ン
ニ
ハ
固

　
　
ヨ
リ
其
国
ノ
成
立
ト
慣
習
ト
ニ
因
テ
議
セ
ズ
ン
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
是
最
モ
政
治
家
ノ
大
眼
目
ニ
シ
テ
各
国
政
体
ノ
異
同
ノ
由
テ
生
ス
ル
所
ナ
リ

　
　
（
以
下
略
）
」

　
右
の
序
文
は
、
自
由
権
、
所
有
権
、
の
安
定
に
目
標
を
お
い
た
近
代
的
法
体
制
、
議
会
主
義
の
確
立
の
主
張
と
強
国
化
の
意
図
お

よ
び
明
治
「
政
体
論
」
的
制
約
あ
る
い
は
留
保
を
簡
潔
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
書
の
か
か
れ
た
明
治
八
年
に
お
い
て
わ
が
国

の
法
的
問
題
を
こ
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
い
す
る
。

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
共
同
研
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
何
礼
之
の
ベ
ン
タ
ム
「
立
法
原
理
」
の
翻
訳
は
、
英
国
功
利
主
義
思
想
お
よ
び
、
そ
の
法
理
論
の
体
系
的
紹
介
の
契
機
と
な
っ
て

い
る
。
本
書
以
降
の
一
連
の
醗
訳
に
よ
っ
て
、
と
く
に
ベ
ン
タ
ム
の
思
想
お
よ
び
法
理
論
は
、
本
来
の
構
想
と
は
幾
分
違
っ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
限
定
の
も
と
に
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
徹
底
し
て
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
（
前
記
安
川
本
序
文
は
そ
の
限
定
と
徹

底
の
例
証
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
か
れ
の
思
想
が

ま
さ
し
く
当
時
英
国
経
済
の
発
展
を
反
映
し
、
そ
の
法
理
論
が
時
代
の
要
請
に
自
覚
的
に
合
致
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
そ
の
ま
ま

わ
が
国
の
場
合
に
も
あ
る
程
度
ま
で
認
め
得
る
と
い
う
考
え
方
を
と
る
と
き
に
生
ず
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

何
礼
之
以
降
の
功
利
主
義
法
理
論
の
紹
介
の
わ
が
国
に
お
け
る
意
義
を
み
い
だ
し
て
い
く
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
思
想

伝
達
の
事
例
と
し
て
、
ベ
ン
タ
ム
の
場
合
は
、
む
し
ろ
完
全
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
に
つ
い
て
第
一
の
問
題
に
関
連
し

て
、
ど
れ
だ
け
の
実
効
性
が
認
め
ら
れ
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
は
、
究
極
に
お
い
て
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
わ
が
国

に
お
け
る
英
法
研
究
と
「
近
代
化
」
の
進
展
の
過
程
に
お
け
る
諸
階
級
の
利
害
関
係
、
主
張
と
の
結
び
つ
き
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し

本
稿
は
、
問
題
を
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
追
求
す
る
こ
と
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
徳
齢
易
ゲ
艮
融
盆
艇
輻
磯
曙
芒
励
欄
轡

の
で
、
つ
ぎ
に
関
係
著
書
の
翻
訳
年
表
を
か
か
げ
る
に
と
ど
め
る
。

　
〈
翻
訳
年
表
〉
　
第
一
期

　
　
①
　
明
治
　
四
年
（
一
八
七
一
）
　
渋
沢
栄
一
寂
・
福
地
源
一
郎
訳
「
官
版
会
社
弁
」
　
（
前
出
）

　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
敬
太
郎
訳
「
自
由
之
理
」
　
（
明
治
＋
一
年
（
一
八
七
八
）
改
正
版
）
（
前
出
）

　
　
③
　
明
治
　
八
年
（
一
八
七
五
）
　
永
峰
秀
樹
訳
「
代
議
政
体
」
巻
之
一
・
二
、
巻
之
三
・
四
〈
明
治
＋
一
年
（
一
八
七
八
）
〉



⑬⑫⑪⑩（9）（8）（7）（6）（5）（4）
（5）　（4）（3）（2）　（1）

類
一
浮
ω
o
ヨ
0
9
荘
o
嘗
効
唇
麟
8
鉱
o
霧
什
o
の
8
巨
℃
窪
一
8
0
℃
『
ざ
一
〇〇
“
o
o
｝
刈
浮

　
　
　
鼠
凶
F
O
p
ζ
げ
o
旨
ざ
一
〇〇
㎝
P

　
　
　
竃
葺
O
g
ω
箆
Φ
声
島
8
ω
o
ロ
幻
Φ
冥
o
ω
窪
冨
謡
く
Φ
O
o
〈
の
醤
窮
Φ
馨
矯
一
〇
。
9
0
冨
霧

　
汐
ぎ
o
凶
覧
o
ω
o
賄
夢
o
Ω
＜
二
〇
9
Φ

卑
一
魯
器
U
q
ヨ
o
旨
）
冨
閑
■
田
一
母
①
島
一
〇。
①
“
）

　
い
ψ
蜜
崔
｝
d
艶
一
富
ユ
帥
ゑ
の
β
一
〇〇
〇
もo
。

英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論

明
治
　
九
年
（
一
八
七
六
）

明
治
　
十
年
（
一
八
七
七
）

明
治
　
十
年
（
一
八
七
七
）

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）

明
治
十
三
年
（
一
八
八
9

明
治
十
五
年
へ
一
八
八
二
）

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）

明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）

　
　
〔
右
の
各
訳
本
の
原
著
は
、

牢
き
9
ω
ミ
曙
一
き
“
↓
箒

い
ψ

い
ω
■

　
僚
ン
裡
払
講
　
「
民
法
論
綱
」
　
六
（
前
出
）

　
西
周
訳
「
利
学
」
二
巻

　
小
幡
篤
次
郎
「
弥
児
氏
宗
教
三
論
」

雑
随
灘
「
立
法
論
綱
」
六

　
野
駆
ヨ
睡
動
繕
「
民
法
論
綱
緒
論
」
　
一
〇
丁

　
琳
河
岸
蝉
蔵
鰍
「
刑
法
論
綱
」
　
九

　
渋
沢
啓
蔵
「
利
用
論
」

　
慎
咽
塵
勲
捺
四
脇
諦
　
「
憲
法
論
綱
」
　
全

　
陸
奥
宗
光
「
利
学
正
宗
」

　
前
橋
義
孝
訳
述
「
弥
児
氏
代
議
政
体
」

そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
（
番
号
は
各
訳
本
に
附
し
た
番
号
で
あ
る
）
。
〕

田
①
日
①
旨
の
o
協
勺
o
ま
8
一
国
。
0
8
ヨ
ざ
一
〇。
G

。
ご
い
ω
■
目
F
℃
ユ
8
旦
①
ω
o
暁
℃
o
ま
8
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
阜
一
〇〇
自
●

　
　
一
〇〇
刈
O
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
一
－
瞬
8

　
　
q
ミ
ミ
い
膨
①
暮
冨
β
↓
幕
o
蔓
9
び
①
四
ω
耳
一
〇
豆
↓
声
量
讐
a
坤
○
ヨ
跨
Φ

七
三

団
8
8
ヨ
鴇

男
器
昌
o
『
o
剛



　
こ
の
時
期
の
終
期
を
本
稿
で
は
明
治
十
四
年
に
し
た
。

国
的
議
会
主
義
、

　
第
三
期
は
、

国
家
の
基
本
的
法
体
制
と
し
て
プ
ロ
シ
ャ
的
憲
法
体
制
が
構
成
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
帝
国
憲
法
の
中
に
ど
の
よ
う
な
思
想
系

譜
を
も
つ
規
定
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
「
我
建
国
ノ
体
二
基
キ
、
広
ク
各
国
ノ
成
法
ヲ
掛
酌
シ
」
（
調
噛
航
癬
瑠
拗
　
）
　
た

も
の
で
あ
り
、
明
治
十
五
年
以
降
明
治
二
十
一
年
に
か
け
て
準
備
さ
れ
た
帝
国
憲
法
草
案
は
天
皇
制
に
集
約
さ
れ
た
全
体
主
義
的
統

一
国
家
形
成
の
法
的
な
骨
格
の
下
書
き
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
は
こ
の
よ
う
な
草
案
が
現
実
の
帝
国
憲
法
と
し
て
成
立

す
る
こ
と
に
も
そ
の
一
面
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
第
三
期
は
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
「
近
代
化
」
の
固
定
化
の
時
で
あ
っ

　
い
ω
。
峯
F
↓
ぼ
①
①
国
ω
ω
塁
ω
o
q
寄
一
一
讐
〇
三
Z
餌
g
『
9
島
Φ
d
什
一
＝
蔓
。
隔
寄
一
藍
。
豆
↓
げ
①
一
誓
」
。。
刈
餌
。

　
　
い
評
暮
訂
β
↓
冨
o
q
o
臨
い
①
笹
ω
一
彗
8
（
、
き
ミ
零
匹
一
身
Φ
夢
．
の
貧
）

　
　
↓
轟
ま
住
①
冨
ま
笹
ω
一
畳
o
昌
し
o。
O
N
U
一
の
8
ξ
ω
即
Φ
＝
昌
き
冨
●

　
　
一
」
W
。
旨
富
β
牢
ぎ
。
旦
①
ω
o
｛
℃
窪
巴
審
≦
（
＼
き
ミ
客
匹
一
身
o
跨
．
ω
壁
）

　
　
㈲
の
原
著
に
同
じ
。

　
　
い
】
W
窪
跨
四
ヨ
”
い
①
区
日
α
q
℃
周
一
8
ぢ
一
〇
ω
o
｛
”
8
霧
二
9
二
〇
昌
巴
8
匹
ρ
胤
o
『
鋤
昌
》
ω
冨
什
ρ
一
〇〇
器
。

　
　
ω
の
原
著
に
同
じ
。

　
　
㈹
の
原
著
に
同
じ
。

　
　
な
お
J
・
S
二
く
ル
の
経
済
学
の
分
野
に
お
け
る
諸
著
作
の
翻
訳
、
紹
介
は
省
略
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
十
四
年
政
変
に
よ
る
比
較
的
微
温
的
な
政
治
的
近
代
化
す
な
わ
ち
英

　
　
　
　
　
政
党
内
閣
の
主
張
の
排
除
を
も
っ
て
特
徴
ず
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
コ

　
　
皿
　
第
三
期
　
（
湖
諮
計
伍
葺
口
瑚
飴
拍
馳
一
年
）
　
の
事
例

　
　
こ

　
　
　
　
前
期
に
お
い
て
、
い
わ
ば
法
源
の
統
一
と
い
う
面
の
強
い
国
家
的
統
一
法
の
基
礎
が
な
り
た
っ
た
こ
と
に
つ
い
で
、

　
共
同
研
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

）6（ヤ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
け
る
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
本
格
化
し
た
。
も
っ
と
も
、
本
格
化

と
い
う
こ
と
が
、
わ
が
国
の
「
西
欧
化
」
に
直
接
結
び
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
本
格
化
と
い
う
言

葉
で
示
さ
れ
る
、
第
三
特
徴
的
を
帯
び
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
つ
ぎ
の
事
情
に
も
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
は
い
っ
て
み
れ
ば
英
法
教
育
の
充
実
期
で
あ
っ
た
。
明
治
七
年
　
へ
一
八
七
四
）
東
京
開
成
学
校
英
語
英
法

講
座
以
来
、
明
治
十
年
　
（
一
八
七
七
）
東
京
大
学
法
学
部
英
法
講
座
（
刺
鮪
確
断
篤
獣
斯
灘
彬
七
）
）
に
い
た
る
官
学
に
お
け
る
英
法
教
育
、

明
治
十
三
年
、
（
一
八
八
○
）
専
修
学
校
、
明
治
十
五
年
　
（
一
八
八
二
）
東
京
専
門
学
校
、
明
治
十
八
年
　
へ
一
八
八
七
）
英
吉
利
法
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

学
校
等
私
学
の
英
法
教
育
は
他
法
系
の
法
学
校
教
育
を
し
の
い
で
い
た
。
も
っ
と
も
、
英
法
研
究
の
方
法
は
英
国
に
お
け
る
学
位
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

る
い
は
弁
護
士
資
格
保
有
者
に
よ
る
英
法
体
系
の
概
括
的
研
究
方
法
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
期
第
二
期

を
通
じ
て
集
積
さ
れ
た
実
力
は
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
本
国
に
お
け
る
同
時
代
の
水
準
を
紹
介
し
翻
訳
す
る
段
階
に
い
た
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
他
の
時
期
と
比
較
し
て
き
わ
だ
っ
た
翻
訳
紹
介
事
例
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
　
（
雌
附
酢
か
珈
評
洲
ン
ド
レ
ー
著
）
「
麟
氏
英
国
会
社
法
」
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）

　
③
　
（
物
酢
灘
鰹
諮
．
ア
モ
ス
）
「
英
国
憲
法
新
論
」
上
・
下
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）

　
⑥
　
鳩
山
和
夫
訳
「
緬
氏
古
代
法
」
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

　
ω
　
松
島
剛
訳
「
社
会
平
権
論
「
六
　
明
治
十
四
年
へ
一
八
八
一
）
ー
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

　
右
の
う
ち
、
事
例
ω
は
訳
者
お
よ
び
翻
訳
訳
対
象
の
二
点
に
お
い
て
注
目
に
価
い
す
る
。
す
な
わ
ち
、
訳
者
は
当
時
の
教
科
書
的

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
共
同
研
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

英
法
記
述
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
麟
氏
会
社
法
」
の
原
著
に
＆
一
昌
（
客
）
消
器
蝕
器
o
ロ
跨
。
い
署
9
℃
鍵
葺
震
号
登

　
一
目
一
鼠
一
凝
諺
8
嘗
。
壁
S
8
8
日
冨
巳
①
ω
（
一
ω
什
3
一
。
。
8
）
の
英
国
団
体
法
学
説
史
上
の
地
位
は
当
時
の
新
学
風
を
反
映
し
て
重

要
で
あ
る
。
事
例
ω
は
　
》
ヨ
o
ω
（
ω
・
）
堕
霊
す
葦
巽
ω
竃
夢
Φ
穿
讐
筈
9
霧
8
日
ぎ
P
一
。。
。

。
。
の
翻
訳
書
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
迄
の

英
国
憲
法
の
概
説
書
の
訳
出
が
英
国
憲
法
の
動
態
の
紹
介
を
目
的
と
せ
ず
、
教
条
的
平
面
的
で
あ
っ
た
の
に
比
較
し
て
、
同
時
代
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

英
国
憲
法
の
動
態
の
紹
介
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。
ま
た
本
書
は
英
国
憲
法
の
体
系
的
紹
介
と
い
う
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
事
例

③
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
真
に
十
九
世
紀
的
英
法
学
著
作
の
紹
介
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
書
そ
れ
自
体
は
何
事
も
語
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
（
六
）

い
が
、
本
書
の
提
示
し
た
「
身
分
か
ら
契
約
へ
」
と
い
う
命
題
は
時
代
の
主
張
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
。
事
例
＠
は
こ
の
よ
う
な
受

け
取
ら
れ
か
た
ー
思
想
の
受
容
の
事
例
で
も
あ
る
。
ま
た
、
本
書
は
　
ω
宕
目
震
（
串
）
訪
8
巨
即
帥
膏
の
（
冥
3
一
〇
。
8
）
　
の
翻
訳

で
あ
る
が
ス
ペ
ン
サ
ー
自
身
の
考
え
方
は
と
も
あ
れ
、
む
し
ろ
わ
が
国
の
時
代
思
想
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
自
由
民
権
思
想
に
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
七
）

影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
期
の
諸
事
例
が
如
何
に
大
き

な
蓄
積
の
上
に
た
っ
て
い
た
か
を
示
し
、
如
何
に
大
き
な
発
展
性
を
も
っ
て
い
た
か
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
　
　
〔
な
お
た
と
え
ば
、
本
稿
で
調
査
の
対
象
と
し
た
時
期
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
著
作
の
訳
出
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
〕

　
　
⇒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
八
二
）

（6）（5）（4）（3）（2）（

尾
崎
行
雄
「
権
利
提
綱
」
全
　
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
再
版
明
治
十
五
年

鈴
木
義
宗
訳
・
斯
辺
撤
氏
「
代
議
政
体
論
」
全
　
明
治
十
一
年
へ
一
八
七
八
）

鈴
木
義
宗
訳
　
斯
辺
撤
氏
「
干
渉
論
」
全
　
明
活
十
二
年
へ
一
八
七
九
）

松
島
剛
訳
「
権
利
提
綱
」
　
（
前
出
）

期
F
ン
鋤
諦
著
「
女
権
真
論
」
　
　
明
治
十
四
年
（
一
八
七
八
）

膜
邸
榔
励
鰯
諦
著
「
刑
法
原
理
・
獄
則
論
綱
」
　
明
治
十
五
年
へ
一
八
七
九
）



（7）（9）（8）⑩そ
の
他

ス
ペ

「
哲
学
原
理
」

物
進
化
要
論
」

治
十
九
年
）

厳
即
欄
廻
騨
瓢
「
道
徳
之
原
理
」
　
明
治
十
六
年
（
一
八
七
九
）
初
版

嫉
眼
獄
蠕
轍
蜘
蜥
調
纐
氏
「
代
議
政
体
論
覆
義
」
　
明
治
十
六
年
（
一
八
七
九
）

翻
騨
繍
脱
諏
閲
「
漢
勃
爾
儒
排
駁
政
府
権
限
論
」
　
明
治
十
七
年
2
八
八
○
）

職
姻
顯
翅
騨
顯
踊
「
代
議
政
体
得
失
論
」
　
明
治
二
十
一
年
急
八
八
六
）

　
　
尺
振
八
訳
斯
氏
「
教
育
論
」
　
（
明
治
十
三
年
）
　
渋
谷
松
五
郎
訳
・
ス
ペ
ン
サ
i
「
社
会
組
織
論
」
　
（
明
治
十
五
年
）
　
大
石
正
己
訳

ン
サ
ー
「
社
会
学
」
　
（
明
治
十
五
年
）
　
乗
竹
孝
太
郎
訳
ス
ペ
ン
サ
i
「
社
会
学
之
原
理
（
明
治
十
五
年
　
山
口
松
五
郎
訳
ス
ペ
ン
サ
ー

　
　
　
　
（
明
治
十
七
年
）
　
浜
野
定
四
郎
・
渡
辺
治
訳
ス
ペ
ン
サ
ー
「
政
治
哲
学
」
　
（
明
治
十
七
年
）
　
松
本
清
寿
・
西
村
玄
道
訳
「
万

　
　
　
　
へ
明
治
十
七
年
）
　
小
田
貴
雄
訳
斯
辺
鎖
「
教
育
論
義
」
　
（
明
治
十
八
年
）
　
有
賀
長
雄
斯
辺
撒
「
標
註
斯
氏
教
育
論
」
　
へ
明

　
　
　
　
高
橋
達
郎
訳
斯
辺
撒
「
宗
教
進
化
論
」
　
（
明
治
十
九
年
）
等
の
訳
出
が
あ
る
。

（（（
）））

〈
四
）

　
全
般
的
に
「
明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
」
　
へ
教
育
史
編
纂
　
昭
和
1
3
年
）
第
二
巻
二
九
七
頁
以
下
参
照
。

　
加
藤
正
治
「
維
新
以
後
我
国
法
学
通
勢
」
　
（
志
林
第
5
2
号
明
治
3
6
・
1
2
所
収
）
参
照
。

　
山
田
喜
之
助
の
醗
訳
書
お
よ
び
紹
介
書
は
穂
積
陳
重
に
よ
れ
ば
「
一
雨
毎
に
殖
え
」
「
同
君
の
み
に
て
、
英
米
法
律
の
大
略
は
一
通
り
学
び

得
る
の
時
機
あ
る
は
期
し
て
待
つ
べ
き
な
り
」
と
い
う
勢
い
で
続
刊
さ
れ
た
。
か
れ
の
著
書
は
同
じ
く
穂
積
に
よ
れ
ば
「
徹
頭
徹
尾
学
生
の
教

科
書
と
為
す
」
苦
心
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
明
瞭
正
確
か
つ
理
解
し
や
す
い
と
い
う
特
色
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
か
れ
は
、
た
と
え
ば
「
麟
氏
会
社
法
」
に
お
い
て
「
会
社
し
と
い
う
言
葉
を
仏
法
に
お
け
る
ラ
・
ソ
シ
エ
テ
の
訳
語
を
も
っ
て
あ
て

て
い
る
。
穂
積
「
山
田
法
学
士
著
「
英
米
親
族
法
及
英
米
代
理
法
」
批
評
」
　
へ
明
治
十
九
年
十
二
月
「
法
学
協
会
雑
誌
」
第
参
拾
四
号
掲
載
・

遺
文
集
　
第
一
冊
五
〇
〇
頁
以
下
）
　
「
麟
氏
会
社
法
」
凡
例
。

　
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
治
世
時
代
へ
一
八
三
七
ー
一
九
〇
一
）
に
お
け
る
英
国
団
体
法
論
の
発
展
は
、
他
の
法
分
野
の
理
論
の
発
展
と
同
様
に

英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論

七
七



〈
五
）

〈
六
）

（
七
）

共
同
研
究
（
佐
々
木
）

七
八

す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
英
国
の
植
民
地
支
配
に
、
ま
た
英
本
国
内
に
お
け
る
資
本
主
義
的
発
展
に
充
分
に
則
し
た
法
理
論
的
発

展
で
あ
っ
た
。
問
題
は
そ
の
時
期
ま
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
お
よ
び
衡
平
法
の
理
論
的
発
展
と
現
実
の
近
代
的
団
体
活
動
の
法
理
上
の
連
結
に
あ

っ
た
が
、
そ
の
時
期
の
法
律
家
、
裁
判
官
は
多
く
こ
の
問
題
の
解
決
に
寄
与
し
て
い
た
。
ピ
o
旨
ご
巳
冨
ざ
Z
讐
富
巳
巴
（
一
〇
。
鵠
山
露
一
）
の

↓
お
豊
器
3
跨
Φ
9
妻
9
1
四
『
日
霧
警
昼
ぎ
巳
鼠
凶
泥
濤
ω
8
讐
8
菖
自
8
0
0
ヨ
冨
三
Φ
ω
”
一
〇
。
8
　
は
こ
の
時
期
の
成
果
で
あ
っ
た
。

ρ
声
ω
●
霊
8
g
」
且
鴨
帥
且
冒
器
二
口
岳
①
寄
一
讐
9
倉
。
①
p
≦
g
。
旨
（
醤
①
浮
巨
旨
u
①
。
g
話
の
－
固
Φ
＜
窪
島
ω
Φ
幕
ω
）

O
冨
マ
ω
・
等
参
照
。

　
こ
の
点
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
も
の
に
、
グ
ナ
イ
ス
ト
原
著
・
江
木
衷
講
述
「
箕
氏
英
国
行
政
法
講
義
」
第
一
巻
（
一
八
八
八
四
年
伯
林
原

版
明
治
十
九
年
へ
一
八
八
六
年
）
十
一
月
出
版
）
お
よ
び
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
年
）
岡
村
輝
彦
著
「
英
国
証
拠
法
」
の
二
点
が
あ
る
。

前
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
で
訳
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
英
国
に
お
い
て
は
学
ぶ
に
は
容
易
で
は
な
い
行
政
の
実
際
は
あ
っ
て
も
体
系
的

行
政
法
学
は
な
く
、
む
し
ろ
、
独
仏
行
政
法
学
に
よ
る
説
明
が
あ
る
。
し
か
し
、
英
国
の
行
政
制
度
は
歴
史
的
発
展
の
成
果
で
あ
っ
て
、
わ
が

国
が
固
有
の
旧
制
を
改
良
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
実
験
経
歴
に
富
ん
だ
英
国
行
政
制
度
を
申
究
し
て
そ
の
改
良
に
す
す
む
こ
と
は
急
務
で

あ
る
と
信
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
英
国
に
と
っ
て
外
国
で
あ
る
国
の
、
英
国
行
政
法
の
体
系
的
記
述
に
よ
っ
て
「
英
米
ノ
本
国
二
於
テ
ハ

未
タ
嘗
テ
研
究
セ
シ
者
ナ
キ
英
国
行
政
法
理
」
を
発
展
せ
し
め
よ
う
と
す
る
気
慨
を
も
っ
て
訳
さ
れ
た
へ
同
書
序
文
参
照
）
。
後
者
は
、
明
治

十
年
（
一
八
七
七
年
）
か
ら
明
治
二
十
年
代
へ
一
八
八
七
年
－
一
八
二
九
年
）
に
か
け
て
多
か
っ
た
わ
が
国
の
英
米
法
律
書
の
代
表
的
著
作
と

目
き
れ
、
そ
の
影
響
力
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
注
園
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
わ
が
国
独
自
の
英
法
学
研
究
の
出
発

点
を
示
す
と
み
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
（
同
書
所
収
穂
積
追
悼
文
・
峯
岸
治
三
著
「
イ
ギ
リ
ス
証
拠
法
研
究
」
〈
昭
和
十
三
年
〉
序
等

参
照
）

　
わ
が
国
に
お
け
る
メ
ー
ン
研
究
に
つ
い
て
は
、
内
田
力
蔵
教
授
の
「
サ
ー
・
ヘ
ン
リ
ー
・
メ
ー
ン
ー
イ
ギ
リ
ス
歴
史
法
学
の
伝
統
と
特
色

1
」
0
1
の
（
法
律
時
報
第
十
五
巻
第
一
〇
・
一
各
号
、
第
一
六
巻
第
一
・
三
・
六
・
七
・
九
・
一
一
各
号
所
収
）
が
あ
る
。

　
明
治
文
化
全
集
第
五
巻
自
由
民
権
編
二
頁
以
下
に
お
け
る
解
題
へ
下
出
隼
吉
氏
）
参
照
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
む
す
び
　
　
若
干
の
特
徴
的
傾
向

　
つ
ぎ
に
本
稿
に
関
す
る
基
礎
調
査
の
過
程
で
あ
き
ら
か
に
認
め
ら
れ
た
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
翻
訳
紹
介
事
例
の
示
す
特
徴
を

若
干
指
示
し
、
む
す
び
と
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
特
徴
は
「
西
欧
化
」
の
精
神
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
「
近
代
化
」
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
に
た
い
し
て
明
治
の
英
法
研
究
は
何
を

も
た
ら
し
た
か
の
問
題
に
関
す
る
回
答
の
鍵
と
も
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
特
徴
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
　
開
明
的
啓
蒙
的
意
図
を
も
っ
て
翻
訳
き
れ
た
こ
と

　
こ
の
こ
と
は
、
と
き
に
新
し
き
が
故
に
進
歩
的
で
あ
っ
た
、
　
「
西
欧
化
」
イ
コ
ー
ル
進
歩
と
い
う
考
え
ど
こ
か
に
つ
ら
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
、
「
開
明
的
」
と
い
う
こ
と
と
「
啓
蒙
的
」
と
い
う
こ
と
は
質
的
に
違
っ
た
内
容
を
も
つ
の
で

あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
福
沢
の
「
英
国
議
事
院
談
」
（
郷
礪
繭
鶉
例
①
）
は
、
か
れ
自
身
に
よ
れ
ば
「
英
国
議
事
院
談
は
（
略
）
当
時
日
本

の
官
辺
に
も
何
か
、
会
議
様
の
事
を
思
立
ち
時
の
政
府
の
改
進
派
は
大
に
力
を
入
れ
て
其
事
を
謀
り
恰
も
一
時
の
流
行
談
を
成
し
た

る
が
如
し
其
時
へ
略
）
或
日
雑
談
の
折
某
氏
の
云
ふ
に
何
か
外
国
に
て
国
事
を
評
議
す
る
手
続
体
裁
を
記
し
た
る
原
書
は
な
か
る
可

き
や
若
し
も
其
書
を
得
て
翻
訳
に
で
も
す
れ
ば
最
も
妙
な
り
実
は
方
今
官
辺
に
は
云
々
の
必
要
あ
り
と
の
話
に
余
は
之
に
即
答
し
夫

れ
は
原
書
も
あ
り
翻
訳
も
し
易
し
直
に
版
木
し
て
御
目
に
掛
け
ん
：
…
」
　
（
福
沢
全
集
緒
言
）
と
い
っ
た
意
図
お
よ
び
状
況
に
お
い
て

書
か
れ
た
。
明
治
初
年
と
く
に
第
二
期
ま
で
の
英
国
議
会
関
係
翻
訳
書
は
多
か
れ
少
か
れ
こ
の
よ
う
な
い
き
が
か
り
で
書
か
れ
て
い

る
と
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
中
村
正
直
は
「
自
由
之
理
」
（
躰
縞
蝋
靴
例
②
）
の
「
自
序
」
に
「
世
ノ
中
二
、
ア
リ
ト
ア
ラ
ユ
ル
議
論
ハ
、
是

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
共
同
研
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

ニ
モ
セ
ヨ
、
非
ニ
モ
セ
ヨ
、
知
リ
テ
居
ル
方
が
知
ラ
ヌ
ヨ
リ
ハ
善
カ
ル
ベ
シ
。
サ
レ
バ
、
英
国
並
二
欧
羅
巴
諸
国
ニ
テ
、
他
邦
ノ
書

ヲ
広
ク
翻
訳
ス
ル
事
ヲ
努
メ
タ
リ
。
コ
ノ
書
二
論
ズ
ル
自
由
ノ
理
故
咽
鮪
ト
イ
フ
事
ハ
、
皇
国
ニ
テ
ハ
、
固
ヨ
リ
関
係
ナ
キ
事
ナ
レ

ト
モ
、
欧
羅
巴
諸
国
ニ
テ
ハ
、
至
要
至
緊
ナ
ル
モ
ノ
ト
為
シ
テ
、
常
二
言
フ
事
ナ
ル
ガ
故
二
、
コ
レ
ヲ
訳
シ
テ
オ
カ
バ
、
外
国
の
政

体
ヲ
穿
墾
ス
ル
人
ノ
タ
メ
ニ
、
万
一
ノ
御
補
ト
ト
モ
ナ
ル
ヘ
シ
ト
思
ヒ
、
拙
劣
ヲ
カ
ヘ
リ
ミ
ズ
、
コ
レ
ヲ
訳
シ
タ
リ
。
」
と
の
べ
て

い
る
。
中
村
の
こ
の
序
文
は
「
皇
国
二
関
係
ナ
キ
事
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
西
欧
的
な
自
由
の
意
識
の
渕
源
と
し
て
の
自
由
の
理
の

紹
介
と
、
政
体
研
究
と
の
間
に
あ
る
逆
説
的
な
関
係
に
関
心
を
む
け
さ
せ
る
。
そ
し
て
結
果
的
に
は
「
自
由
之
理
」
は
民
権
思
想
の

　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

一
礎
石
を
な
し
た
。
同
じ
評
価
を
得
る
も
の
に
鈴
木
唯
一
「
英
政
如
何
」
（
躰
礪
蝋
軸
例
ω
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
翻
訳
の
影
響
は
、
朝
野

に
お
け
る
英
国
的
政
憲
思
想
の
徹
底
に
拍
車
を
加
え
た
。
し
か
し
、
む
し
ろ
在
野
の
立
憲
思
想
に
根
拠
を
与
え
た
こ
と
は
特
に
銘
記

　
　
　
　
（
三
）

す
べ
き
で
あ
る
。

　
③
　
経
済
制
度
の
整
備
に
結
び
つ
い
た
こ
と
。

　
福
地
源
一
郎
訳
「
官
版
会
社
弁
」
（
躰
繭
蝋
軸
例
ω
）
以
降
山
田
喜
之
助
訳
「
麟
氏
会
社
法
」
（
跡
瀟
騨
軸
例
ω
）
に
い
た
る
ま
で
、
金
融
、
商

事
そ
の
他
経
済
生
活
に
関
す
る
法
制
度
に
関
す
る
翻
訳
書
が
相
当
数
出
て
い
る
。
こ
れ
は
、
渋
沢
栄
一
が
自
ら
の
明
治
経
済
界
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

け
る
活
動
を
中
心
に
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
法
制
度
は
英
米
に
な
ら
っ
た
こ
と
に
直
接
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

む
し
ろ
経
済
的
先
進
国
と
し
て
の
英
米
の
影
響
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
③
　
　
「
君
民
同
治
」
思
想
の
説
明
と
主
張
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
金
子
堅
太
郎
に
よ
れ
ば
、
　
「
君
民
同
治
」
と
い
う
こ
と
は
明
治
二
年
頃
す
で
に
い
わ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
当
時
の
意
味
は
そ



れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
言
葉
の
法
的
な
意
味
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
立
憲
政
体
の
詔
勅
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
国
憲

起
草
を
命
ず
る
詔
勅
以
降
の
「
国
体
」
「
建
国
の
体
」
を
め
ぐ
る
争
い
の
史
的
展
開
に
よ
っ
て
定
ま
っ
た
と
み
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、

明
治
十
三
年
十
二
月
十
四
日
提
出
の
、
帝
国
憲
法
制
定
に
お
い
て
主
役
を
果
し
た
伊
藤
博
文
の
意
見
書
に
お
い
て
は
「
君
民
同
治
」

は
議
会
中
心
主
義
の
政
体
で
あ
り
「
国
体
の
変
更
」
に
係
わ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
た
い
し
、
暎
梱
灘
ひ
廉
岐
鯨
曙
要
蔵
「
英
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
訳

憲
法
論
」
上
・
下
明
治
十
四
年
　
（
一
八
八
一
）
に
冠
せ
ら
れ
た
小
幡
篤
次
郎
の
序
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
　
「
古
ノ
政
ヲ
言
フ
者
ハ
唐
虞
三
代
ヲ
推
シ
今
ノ
政
ヲ
論
ス
ル
者
ハ
英
米
仏
ヲ
宗
ト
ス
古
今
ノ
政
小
差
ナ
キ
ニ
非
ス
ト
錐
ト
モ
其

大
別
ス
ル
所
ヲ
言
フ
ト
キ
ハ
君
ヲ
主
ト
為
ス
ハ
古
ノ
政
ナ
リ
ヘ
中
略
）
政
治
ノ
異
同
必
ス
シ
モ
古
今
ヲ
以
テ
之
ヲ
論
ス
可
ラ
ザ
ル
ガ

如
シ
然
リ
ト
錐
ト
モ
読
者
若
シ
慧
眼
ヲ
以
テ
古
今
ノ
歴
史
ヲ
照
サ
バ
政
治
ノ
大
別
古
今
ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
キ
ヲ
知
ル
ニ
至
ラ
ン
希
蝋
羅

馬
ノ
政
ハ
一
変
シ
テ
君
ヲ
主
ト
ス
ル
ノ
政
ト
ナ
リ
支
那
魯
西
亜
ノ
政
ト
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
米
仏
共
和
ノ
政
治
ハ
激
セ
ラ
レ
テ
此
二
至

ル
モ
ノ
ナ
リ
英
独
伊
懊
ノ
君
民
同
治
ハ
漸
ヲ
以
テ
此
二
往
ク
モ
ノ
ハ
変
二
処
シ
テ
能
ク
其
中
ヲ
得
ル
モ
ノ
ナ
リ
（
中
略
）
我
国
ノ
政

治
ハ
一
変
シ
テ
其
止
ル
所
果
シ
テ
何
様
ノ
政
治
ト
ナ
ル
ヘ
キ
ヤ
ハ
今
ヨ
リ
之
ヲ
知
ル
可
ラ
ス
ト
錐
ト
モ
止
ル
ヘ
キ
ハ
夫
唯
君
民
同
治

ノ
政
ナ
ル
乎
此
政
ハ
今
古
ノ
中
ヲ
酌
ミ
行
ヘ
キ
ニ
止
ル
ヘ
キ
ニ
止
メ
テ
政
治
ノ
変
遷
二
歴
階
ヲ
試
ミ
サ
ル
モ
ノ
ト
云
ヘ
シ
　
（
中
略
）

一
般
に
は
、
英
国
ノ
政
ハ
君
民
同
治
ノ
最
モ
中
庸
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
ニ
氏
ノ
意
蓋
シ
範
ヲ
此
二
取
ル
ニ
在
ル
欺
（
以
下
略
）
」

す
な
わ
ち
、
英
国
の
立
憲
主
義
が
君
民
同
治
の
内
容
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
を
範
と
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
明
治
十

四
年
　
（
一
八
八
一
）
十
月
に
明
治
二
十
三
年
　
（
一
八
九
〇
）
を
期
し
て
国
会
を
開
設
す
る
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
発
表
さ
れ
る
や
、

憲
法
制
定
に
関
連
し
て
「
主
権
論
争
」
が
お
こ
る
の
で
あ
る
が
英
国
憲
法
・
立
憲
政
体
は
実
例
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
英
国
的
主

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



　
　
共
　
同
　
研
　
究
（
佐
々
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

権
帰
属
論
は
進
歩
派
の
微
温
的
民
権
論
者
の
代
表
的
論
者
の
代
表
的
理
論
と
な
っ
た
（
叡
㈹
点
次
項
）
。
そ
の
理
論
的
成
果
、
す
な
わ
ち

「
君
民
同
治
」
思
想
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
理
論
の
重
要
な
成
果
に
は
明
治
十
五
年
五
月
出
版
の
傍
木
哲
次
郎
編
「
主
権
論
」
等
が
あ

（
六
）る

が
、
こ
の
説
明
は
本
稿
の
範
囲
を
こ
え
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

　
＠
　
民
権
運
動
に
お
け
る
「
漸
進
主
義
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

　
前
⑥
に
示
し
た
こ
と
は
わ
が
国
の
政
治
が
民
主
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
人
民
の
自
由
を
根
幹
と
し
た
議
会
政
治

た
る
べ
き
こ
と
の
主
張
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
び
つ
き
は
、
明
治
民
権
運
動
で
も
っ
と
も
は
な
ば
な
し
い

役
割
を
演
じ
た
フ
ラ
ン
ス
流
の
天
賦
人
権
説
に
も
と
ず
く
急
進
派
に
た
い
す
る
漸
進
派
の
理
論
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
派
の
考

え
方
は
、
た
と
え
ば
、
小
野
梓
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
国
憲
理
論
に
よ
っ
て
示
き
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
，
明
治
維
新
以
降

明
治
八
年
立
憲
詔
勅
ま
で
の
歴
史
的
過
程
は
「
己
ム
ヲ
得
サ
ル
ノ
大
勢
」
と
み
ら
れ
る
（
励
轡
僻
廟
鯛
構
訊
騰
経
録
丁
＝
責
）
。
そ
し
て
、
明

治
政
府
に
よ
る
準
備
、
明
治
十
三
年
ま
で
に
い
た
る
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
板
垣
等
の
民
選
議
院
設
立
建
白
書
以
降
の
民
権
運

動
を
、
「
国
憲
培
養
」
で
あ
る
と
み
、
「
鮮
血
ヲ
以
テ
我
力
自
由
ヲ
買
フ
ヘ
シ
」
と
す
る
急
進
派
の
主
張
を
、
私
憤
で
あ
っ
て
、
泰

西
の
醜
悪
に
倣
は
し
め
ん
と
す
る
に
あ
る
と
論
難
し
、
漸
進
主
義
を
主
張
し
て
い
る
（
胴
贈
以
下
）
。
か
れ
の
い
う
漸
進
主
義
は
し
か

し
、
か
れ
の
立
場
、
お
よ
び
か
れ
の
主
張
の
本
質
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
「
下
流
の
民
権
説
」
の
革
命
的
主
張

と
は
全
く
類
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
漸
進
派
の
主
張
の
詳
細
な
検
討
も
、
本
稿
の
任
務
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以

上
触
れ
な
い
が
、
そ
の
主
張
の
素
材
が
、
英
国
立
憲
君
主
制
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
⑥
　
国
権
主
義
的
便
宜
主
義
と
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
こ
と



　
明
治
初
期
に
お
い
て
わ
が
国
が
英
米
仏
そ
の
他
の
先
進
資
本
主
義
諸
国
・
列
強
の
圧
力
に
抗
し
て
ア
ジ
ア
の
後
進
国
か
ら
の
脱
出

を
は
か
り
、
そ
の
た
め
の
諸
々
の
国
家
的
要
請
が
生
じ
た
こ
と
は
衆
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
国
家
的
要
請
の
ひ
と
つ
に
国
民
思
想

の
国
家
意
識
上
の
統
一
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
生
じ
た
国
民
国
家
意
識
ー
半
封
建
的
国
家
意
識
は
、
決
し
て
個
人
主
義
を
基
本

と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
主
義
に
基
礎
を
お
く
と
と
も
に
、
国
権
の
内
外
に
た
い
す
る
強
化
の
原
理
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い

た
。
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
精
神
か
ら
見
れ
ば
矛
盾
に
み
ち
た
明
治
政
府
の
諸
政
策
と
く
に
人
権
思
想
対
策
は
こ
の
い
わ
ば
国
権
主

義
に
よ
っ
て
、
聖
化
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
に
近
代
化
現
象
の
ひ
と
つ
に
考
え
ら
れ
る
近
代
合
理
主
義
お
よ
び
実
証
主

義
の
精
神
は
そ
の
範
囲
内
で
し
か
理
解
さ
れ
な
い
。
と
同
時
に
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
は
各
方
面
に
応
用
、
実
践
に
移
さ
れ
た
。

　
右
の
こ
と
は
、
本
稿
第
三
期
に
お
け
る
事
例
に
あ
げ
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
翻
訳
の
具
体
的
影
響
と
し
て
、
松
島
訳
「
社
会
平
権
論
」

が
民
権
論
者
間
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
あ
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
広
く
進
化
論
が
た
と
え
ば
、
加
藤
弘
之
の
場
合
の
よ
う
に
天
賦
人
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）

説
一
般
に
た
い
す
る
反
対
の
根
拠
と
し
て
、
あ
る
い
は
国
家
刑
罰
権
の
原
理
的
根
拠
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
各
階
層
の
政
治
的
主
張
が
な
に
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
一
定
の
方
向
に
統
一
さ
れ
た

便
宜
主
義
に
よ
る
外
来
思
想
の
援
用
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
便
宜
主
義
的
歪
曲
者
の
実
体
は
つ
ね
に
明
治
の
国
民
国
家

主
義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
が
「
西
欧
化
」
の
独
自
性
き
ら
に
は
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
の
独
自
性
を
示
す
大
き
な
原
因

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
で
ひ
と
ま
ず
本
稿
を
終
る
が
、
「
近
代
化
」
と
わ
が
国
に
お
け
る
英
法
乃
至
英
法
学
の
影
響
と
を
結
び
つ
け
る
す
べ
て
の
研

究
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
り
、
〈
ま
え
が
き
〉
に
示
し
た
よ
う
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
単
に
測
量
図
を
用
意
し
た
、
も
し
く
は
わ

　
　
英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



共
同
研
究
（
佐
々
木
）

八
四

が
国
の
英
法
研
究
創
始
期
の
色
々
な
問
題
を
提
起
し
た
に
と
ど
ま
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。

（（（（（（六五四三二一
））））））

（
七
）

（
八
）

明
治
文
化
全
集
第
五
巻
三
頁
参
照
。

同
書
一
六
頁
参
照
。

穂
積
八
束
「
憲
法
制
定
ノ
由
来
」
　
（
大
正
元
年
）
は
こ
れ
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

渋
沢
栄
一
「
維
新
以
後
二
於
ケ
ル
経
済
界
発
達
」
　
（
明
治
憲
政
経
済
史
論
〈
大
正
八
年
国
家
学
会
〉
所
収
）
参
照
。

　
金
子
堅
太
郎
「
帝
国
憲
法
制
定
ノ
由
来
」
　
（
同
右
「
明
治
憲
政
経
済
史
論
」
所
収
）
四
頁
以
下
参
照
。

　
榜
木
哲
次
郎
編
「
主
権
論
』
一
、
丸
屋
善
七
出
版
。
同
所
各
論
稿
及
び
明
治
十
三
・
四
年
頃
の
新
聞
「
近
時
評
論
」
に
お
け
る
英
国
憲
法
論

の
主
張
が
そ
の
例
で
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
の
他
の
新
聞
論
調
に
つ
い
て
は
、
明
治
文
化
全
集
第
五
巻
三
八
頁
参
照
。

　
加
藤
が
何
故
に
早
く
か
ら
進
化
論
を
と
り
あ
げ
た
か
に
つ
い
て
は
、
加
藤
個
人
の
み
な
ら
ず
、
明
治
初
期
に
お
け
る
学
者
の
西
欧
の
文
物
に

た
い
す
る
一
種
の
文
化
の
最
先
端
へ
の
崇
拝
あ
る
い
は
新
し
い
も
の
ず
き
の
傾
向
に
帰
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
丸
山
真
男
「
日
本
の
思
想
」
岩

波
新
書
（
四
三
四
）
二
二
頁
以
下
。
我
が
国
の
外
来
文
化
受
容
の
態
度
に
関
連
し
て
注
目
に
価
い
す
る
見
解
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
穂
積
陳
重
「
監
獄
学
大
綱
」
　
（
東
京
大
学
法
学
部
に
於
け
る
課
外
講
義
第
二
）
　
（
明
治
十
五
年
十
二
月
五
日
明
法
林
第
二
六
号
第

二
八
号
・
遺
文
集
第
一
冊
一
四
二
ー
一
六
二
所
収
）
に
お
け
る
進
化
論
あ
る
い
は
か
れ
の
「
醇
化
論
」
と
か
れ
の
社
会
学
的
研
究
乃
至
は
「
法

律
進
化
論
」
の
構
想
と
の
並
存
が
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
を
ひ
く
。

〈
主
要
参
考
文
献
〉

杉
山
直
治
郎
「
比
較
法
学
」
岩
波
法
津
学
辞
典
所
収
（
昭
和
十
一
年
）

同
　
　
　
　
「
法
源
と
解
釈
」
昭
和
三
十
二
年
有
斐
閣

穂
積
陳
重
「
法
窓
夜
話
」
　
（
大
正
五
年
）
昭
和
三
十
年
　
河
出
書
房

2
●
＝
o
塁
ヨ
ど
↓
げ
0
2
0
妻
）
巷
餌
器
ω
①
Ω
＜
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①
器
竃
讐
R
一
巴
｛
o
厩
什
冨
ω
9
α
鴇
o
｛
O
o
ヨ
℃
巽
四
ユ
＜
Φ
甘
ユ
ω
℃
歪
q
8
0
①

穂
積
陳
重
遺
文
集
第
一
冊
　
昭
和
七
年
　
岩
波
書
店

小
野
清
一
郎
「
日
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
」
昭
和
十
七
年
有
斐
閣

牧
野
英
一
「
日
本
法
的
精
神
の
比
較
法
自
覚
」
昭
和
十
八
年
　
有
斐
閣

（
ご
8
）



帥
測
善
魔
翻
「
法
律
史
」
昭
和
十
九
年
（
現
代
日
本
文
明
史
第
五
巻
）

界
↓
餌
犀
曙
m
づ
餌
α
q
凶
｝
》
O
窪
9
q
9
討
昌
o
く
跨
凶
o
目
臼
箒
U
の
＜
①
一
8
日
o
暮
o
臨
冒
冨
冨
器
い
斡
類
”
一
〇〇
①
oo
山
8
一

　
　
　
　
冴
　
》
。
日
＜
o
β
竃
Φ
導
o
P
頃
貰
く
。
d
コ
ヨ
ギ
①
ω
ω
」
8
ω
博
℃
マ
㎝
ム
O
）

加
藤
正
治
「
維
新
以
後
我
国
法
学
通
勢
」
志
林
　
第
五
一
〇
・
五
二
〇
号
（
明
治
三
十
六
年
）

「
日
本
の
法
学
ー
回
顧
と
展
望
1
」
昭
和
三
十
一
年
　
日
本
評
論
社

平
野
義
太
郎
「
議
会
お
よ
び
法
制
史
」
　
（
一
九
三
三
）
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座

同
　
　
　
「
日
本
資
本
主
義
社
会
と
法
律
」
一
（
九
五
五
・
理
論
社
）
所
収

鈴
木
安
蔵
「
明
治
初
年
の
立
憲
思
想
」
昭
和
十
三
年
　
育
生
社

同
　
　
　
「
比
較
憲
法
史
」
一
九
五
一
年
　
勤
草
書
房

同
　
　
　
「
法
律
史
」
昭
和
三
十
五
年
　
東
洋
経
済
新
報
社

利
谷
信
義
「
外
国
法
の
継
受
ー
－
近
代
日
本
の
場
合
1
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
　
一
九
六
四
・
三

尾
佐
竹
猛
「
維
新
前
後
に
於
け
る
立
憲
思
想
」

国
家
学
会
編
「
明
治
憲
政
経
済
史
論
」
大
正
八
年
　
国
家
学
会

浅
井
　
清
「
明
治
立
憲
思
想
史
に
お
け
る
英
国
議
会
制
度
の
影
響
」
昭
和
十
年
　
厳
松
堂

加
田
哲
二
「
明
治
初
期
社
会
経
済
思
想
史
」
昭
和
十
二
年
　
岩
波
書
店

沼
田
次
郎
「
幕
末
洋
学
史
」
昭
和
二
十
六
年
　
刀
江
書
院

高
橋
磧
一
「
洋
学
論
」
昭
和
十
四
年
　
三
笠
書
房

佐
藤
昌
介
「
洋
史
研
究
序
説
」
昭
和
三
十
九
年
　
岩
波
書
店

福
原
麟
太
郎
「
日
本
の
英
学
史
」
日
本
文
化
研
究
3
所
収

東
京
外
国
語
学
校
「
灘
欝
外
国
語
図
書
目
録
」
昭
和
五
年

高
市
慶
雄
編
「
明
治
文
献
目
録
」
昭
和
七
年
　
日
本
評
論
社

明
治
文
化
全
集
第
四
・
第
五
・
第
八
各
巻
お
よ
び
同
各
附
録
文
献
年
表

慶
応
義
塾
英
米
法
研
究
会
編
「
本
邦
英
米
法
文
献
目
録
」
法
学
研
究
第
十
五
・
第
十
六
巻
附

英
法
お
よ
び
英
法
思
想
の
紹
介
か
ら
見
た
わ
が
国
の
「
近
代
化
」
序
論

（
び
蝉
≦
ぎ
冒
冨
P
包
．

八
五



共
同
研
究
（
佐
々
木
）

八
六

近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
第
三
五
巻
（
昭
和
三
十
四
年
）

明
治
以
降
教
育
制
度
発
達
史
　
第
二
巻
（
昭
昭
十
三
年
）

i
〈
一
九
六
五
・
一
・
二
九
〉
ー


